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子どもの学習支援事業の拡充について（報告） 

  

ひとり親世帯および生活困窮者世帯の中高生世代を対象に多摩市子どもの学習支援事業を実施

している。国が本事業を拡充したことを受け、多摩市においても令和６年６月議会で予算協議

し、事業を拡充することとした。 

  

１ 現行の子どもの学習支援事業について 

 （１） 学習塾型（講師１名対生徒２～３名の集団指導） 

     全３０回（７月下旬から週１回、全３０回）、１回９０分の学習支援を市内３会場

（定員３０名程度）で実施。 

 （２） 家庭訪問型（講師１名対生徒１名の個別指導） 

     全３０回（７月下旬から３月末までの間、全３０回）、１回９０分の学習支援を利用

者の自宅（定員５名程度）で実施。 

 

２ 拡充内容について 

（１） 受験料および模試費用の支給 

   ア 目的 

     経済的課題を抱えるひとり親家庭等の子どもに対して、進学段階で受験料等の費用

を補助することで、子どもの進学に向けたチャレンジを後押しし、貧困の連鎖を防止

する。 

   イ 対象者 

     下記のいずれかの所得要件を満たす世帯の中学３年生および高校３年生世代 

     ・ひとり親家庭もしくは養育者家庭で世帯の所得が児童扶養手当世帯と同等 

     ・住民税非課税世帯 

   ウ 支給額 

     （ア） 受験料（大学等を受験する際に必要な受験料） 

         高校３年生 上限額：５３，０００円 

     （イ） 模試費用（中高生の受験に向けた、模試を受けるために必要な費用） 

         高校３年生 上限額：８，０００円 

         中学３年生 上限額：６，０００円 

    エ スケジュール 

      ８月   たま広報８月５日号等により募集開始 

      ８月以降 随時申請受付、支給手続き 

      ３月末  支給申請締め切り 
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 （２） 長期休暇の学習支援 

     夏季および冬季休暇期間中に、学習塾型において、現行の実施回数（週に１回）に加

え、週に３回追加開催を実施する。 

    ア 目的 

      長期休暇中の学習支援を追加することで、より多くの学習機会を提供する。 

    イ 対象者 

      令和６年度多摩市子どもの学習支援事業に参加している方およびキャンセル待ちの

方のうち、希望される方 

    ウ スケジュール 

      ６月下旬 子どもの学習支援事業申込者へ個別に事業案内 

      ７月上旬 利用者決定 

      ７月下旬 事業開始 
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